
沖縄県公安委員会告示第38号

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第２条の表の６の項の上欄の規定

により、沖縄県公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の

右欄に掲げる区間において行うものとし、令和３年９月１日から施行する。

なお、警備員等の検定等に関する規則第２条の表の６の項の上欄の規定による沖縄県公安委員会が必要と

認める交通誘導警備業務（平成27年沖縄県公安委員会告示第36号）は、令和３年８月31日限り廃止する。

令和３年２月19日

沖縄県公安委員会

路線 区間

１ 国道58号 沖縄県の全域

２ 国道329号 全域

３ 国道330号 全域

４ 国道331号 全域

５ 国道390号 全域

６ 国道507号 全域

７ 県道那覇北中城線 全域

８ 県道宜野湾西原線 全域

９ 県道国頭東線 全域

10 県道沖縄石川線 全域

11 県道那覇糸満線 全域

12 県道沖縄環状線 全域

13 県道宜野湾南風原線 全域


